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第１章 再審査等請求に係る基本事項 

 

１ ファイル形態 

「審査支払機関から保険者等への請求」、「保険者等から審査支払機関への再審査等請求」及び｢審査支払機関か

ら保険者等への再審査等結果の返付｣別に、記録条件仕様を定める。 

 

（１） 審査支払機関から保険者等への請求 

       審査支払機関から保険者等へ最初に請求を行う場合及び再審査等請求により保険薬局に返戻の後、再請求され

たレセプトの請求を行う場合（以下「一次請求及び再請求」という。）の記録条件仕様は、「保険者へ請求する

診療（調剤）報酬明細書情報の仕様について」の別添４「レセ電コード情報ファイル記録条件仕様 調剤」（以下

「レセ電コード記録条件仕様」という。）に記述されているレセ電コード情報ファイルにより請求する。 

 なお、記録データについては「請求決定データ」という。 

 

（２） 保険者等から審査支払機関への再審査等請求 

一次請求及び再請求に係るレセプトを保険者等から審査支払機関へ再審査等請求する場合、レセプト単位の請

求決定データ、再審査等請求データ及びレセプト縦覧データ（以下「再審査等請求レセプト」という。）に、保

険者等単位の保険者等データ（ファイルの先頭）及び再審査等請求書データ（ファイルの最後）を付加した再審

査等請求ファイルにより請求する。 

なお、再審査等請求とは、資格関係等の誤りによるものを請求する場合（以下「資格関係等」という。）、診

療内容・事務上に係る審査等についての再審査請求をする場合（以下「診療内容・事務上」という。）及び調剤

報酬請求についての審査請求をする場合（以下「調剤審査」という。）をいう。 

また、診療内容・事務上に係る審査等には、同一の申し出内容について再び再審査請求をする場合（以下「再

々審」という。）及び調剤審査の再審査請求（再々審を含む。）をする場合（以下「調剤審査の再審査」とい

う。）についても含まれる。 

 

（３） 審査支払機関から保険者等への再審査等結果の返付 

審査支払機関から保険者等へ再審査等結果の返付を行う場合（以下「再審査等結果情報」という。）の記録条

件仕様は、レセ電コード記録条件仕様に記述されているレセ電コード情報ファイル（再審査等結果ファイル）に

より返付する。 

 

２ ファイル単位の記録データ 

各ファイルで記録されるデータは次のとおりとする。 

ファイル名 作成者 受領者 状態 記録データ 備考 

レセ電コード 

情報ファイル 

審査支 

払機関 

保険者 

等 

審査支払機関から

の請求 
請求決定データ 

レセ電コード記録条件仕様のとお
りとする 

再審査等請求 

ファイル 

保険者 

等 

審査支

払機関 

保険者等からの再

審査等請求 

保険者等データ、請求決定デー
タ、再審査等請求データ、レセ
プト縦覧データ、再審査等請求
書データ 

 

レセ電コード 

情報ファイル 

(再審査等結果

ファイル) 

審査支 

払機関 

保険者 

等 

審査支払機関から

の再審査等結果の

返付 

請求決定データ、再審査等請求
データ、レセプト縦覧データ、
再審査等結果情報 

レセ電コード記録条件仕様のとお
りとする 
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３ 電子レセプトの記録イメージ 

（１）他のレセプトを縦覧しない再審査等請求の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 請求データＡ’を修正

し、請求データＢとする。 

再審査等請求ファイル 

保 
 

 
 

 
 

 
 

 

険 
 

 
 

 
 

 
 

 
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

等 

審 
 

 
 

 

査 
 

 
 

 

支 
 

 
 

 

払 
 

 
 

 

機 
 

 
 

 

関 

レセ電コード情報ファイル 

（再審査等結果ファイル） 

再請求ファイル 

再審査等返戻ファイル 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

再審査等請求書データ 

 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（Ａ） 

再審査等結果データ（Ａ） 

再審査等補正データ（Ａ） 

審査運用データ（Ａ） 

チェックデータ（Ａ） 

保 
 

険 
 

薬 
 

局 

返戻薬局データ 

請求データA’※１ 

返戻理由データ（A） 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ（Ａ） 

返戻合計データ 

 

※１ 請求決定データＡに

補正データがある場

合、補正・査定を反映

した請求データA’と

する。 

薬局情報 

請求データＢ ※２ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ（Ａ） 

調剤報酬請求書情報 

レセ電コード情報ファイル 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA  

再審査等請求データ（Ａ）※３

再審査等結果データ（Ａ）※３

返戻理由データ（Ａ）※３ 

チェックデータ（Ａ）※３ 

請求決定データＢ 

 

請求データ（Ｂ） 

補正データ（Ｂ） 

審査運用データ（Ｂ） 

チェックデータ（Ｂ） 

※３ 請求決定デー

タＡに係る履歴

管理情報は、再

請求前の履歴と

してデータ識別

を変更する。た

だし、管理デー

タは変更されな

い。 

管理データ 

請求データ（Ａ） 

補正データ（Ａ） 

審査運用データ（Ａ） 

チェックデータ（Ａ） 

査定・原審どおり 

返戻 

再請求 

再請求分の請求 

管理データ 

請求データ（Ａ）※３ 

補正データ（Ａ）※３ 

審査運用データ（Ａ）※３ 

チェックデータ（Ａ）※３ 
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（２）同じ再審査等請求ファイルのレセプトを縦覧する再審査等請求の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再審査等請求ファイル 

保 
 

 
 

 
 

 
 

 

険 
 

 
 

 
 

 
 

 

者 
 

 
 

 
 

 
 

 

等 

審 
 

 
 

 

査 
 

 
 

 

支 
 

 
 

 

払 
 

 
 

 

機 
 

 
 

 

関 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A→Ｂ） 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データＢ 

再審査等請求データ（Ｂ） 

レセプト縦覧データ（Ｂ→Ａ） 

再審査等請求書データ 

再審査等請求ファイル 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A→Ｃ） 

履
歴
管
理
情
報

請求決定データＢ 

再審査等請求データ（Ｂ） 

レセプト縦覧データ（Ｂ→Ｃ） 

履
歴
管
理
情
報

請求決定データＣ 

再審査等請求データ（Ｃ） 

レセプト縦覧データ（Ｃ→Ａ） 

レセプト縦覧データ（Ｃ→Ｂ） 

再審査等請求書データ 

 

ａ レセプトＡ及びレセプトＢの再審査等請求が関連する内容である場合 

ｂ レセプトＡ及びレセプトＢのそれぞれの再審査等請求に対して、参照するレセプトＣを

縦覧する場合 

参照レセプト

注 縦覧する再審査等請

求レセプトがある場合

は、双方に相手レセプ

トの検索番号を記録し

たレセプト縦覧データ

を記録する。 

縦覧する再審査等請

求レセプトがない場合

は、レセプト縦覧デー

タの記録を省略する。 

注 参照レセプトとは、

他のレセプトから参照

されるためのレセプト

ではあるが、再審査等

請求レセプトと同様に

原本としての取扱いと

する。 
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（３）異なる再審査等請求ファイルのレセプトを縦覧する再審査等請求の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ レセプトＡ（医科）及びレセプトＢ（調剤）の再審査等請求が関連する内容である場合 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報

請求決定データＢ 

再審査等請求データ（Ｂ） 

レセプト縦覧データ（Ｂ→Ａ） 

再審査等請求書データ 

再審査等請求ファイル 

保 
 

 

険 
 

 

者 
 

 

等 

審 
 

 

査 
 

 

支 
 

 

払 
 

 

機 
 

 

関 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A→Ｂ） 

再審査等請求書データ 

医科 

調剤 

再審査等請求ファイル 

注 異なる点数表に

縦覧するレセプト

がある場合、それ

ぞれ別の再審査等

請求ファイルに記

録するが、受付処

理等については同

時に行う。 
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再審査等請求ファイル 保 
 

 
 

 
 

 
 

 

険 
 

 
 

 
 

 
 

 

者 
 

 
 

 
 

 
 

 

等 

審 
 

 
 

 

査 
 

 
 

 

支 
 

 
 

 

払 
 

 
 

 

機 
 

 
 

 

関 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A→Ｂ） 

レセプト縦覧データ（A→Ｃ） 

レセプト縦覧データ（A→Ｄ） 

履
歴
管
理
情
報

請求決定データＢ 

再審査等請求データ（Ｂ） 

レセプト縦覧データ（Ｂ→Ａ） 

レセプト縦覧データ（Ｂ→Ｃ） 

再審査等請求書データ 

保険者等データ 

履
歴
管
理
情
報

請求決定データＣ 

再審査等請求データ（Ｃ） 

レセプト縦覧データ（Ｃ→Ａ） 

レセプト縦覧データ（Ｃ→Ｂ） 

レセプト縦覧データ（Ｃ→Ｄ） 

履
歴
管
理
情
報

請求決定データＤ 

再審査等請求データ（Ｄ） 

レセプト縦覧データ（Ｄ→Ａ） 

レセプト縦覧データ（Ｄ→Ｃ） 

再審査等請求書データ 

 

注１ 保険者等データ及び再審査等請求書データは、それぞれファイルの先頭及び最後に記録する。 

２ 再審査等請求ファイルは、点数表単位（医科とＤＰＣについては、別ファイルとする。）に記録する。 

 

医科 

調剤 

参照レセプト

参照レセプト

ｂ レセプトＡ（医科）及びレセプトＣ（調剤）の再審査等請求が関連する内容であり、

参照するレセプトＢ（医科）及びレセプトＤ（調剤）を縦覧する場合 

再審査等請求ファイル 
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第２章 再審査等請求に係る記録条件仕様 

 

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN 回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域 IP 網を利用した IP-VPN 接続またはオープンな

ネットワークにおいては IPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet 

Protocol)レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコ

ルの総称）と IKE(Internet Key Exchange;IPsec で用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた

接続とする。 

 

２ 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

 

３ ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTY”とし、拡張名を“SAT”とする。 

 

４ 再審査等請求ファイル 

審査支払機関から保険者等へ請求された「レセ電コード情報ファイル」について、保険者等が審査支払機関へ再審

査等請求する際の記録条件について定める。 

 

（１） 情報表記仕様 

ア 再審査等請求ファイルの構成 

 ファイルの構成は、次のとおりとする。 

（ア） ファイルは点数表単位（医科とＤＰＣについては、別ファイルとする。）に１ファイルとし、各々同時に

再審査等請求を行う場合についても別ファイルとする。 

 

（イ） ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

 

（ウ） ファイルは保険者等単位に保険者等データ、再審査等請求レセプト及び再審査等請求書データにより構成

し、先頭に保険者等データ、１若しくは複数の再審査等請求レセプト、最後に再審査等請求書データの順に

記録する。 

 

（エ） 保険者等データは、再審査等請求保険者等レコードで構成する。 

 

（オ） 再審査等請求書データは、再審査等請求書レコードで構成する。 

 

（カ） 再審査等請求レセプトは、第１章－１の（１）及び（３）のレセ電コード情報ファイルに再審査等請求デ

ータ及びレセプト縦覧データを付加し構成する。 

 

（キ） レセ電コード情報ファイルは、レセ電コード記録条件仕様に規定する各種識別情報で構成する。 

 

（ク） レセ電コード記録条件仕様に規定する各種識別情報は、データ識別、行番号及び枝番号で構成する履歴管

理情報を付加した履歴管理ブロックで構成される。 

 

（ケ） 再審査等請求データは、再審査等申し出レコード及び理由対象レコードで構成する。（複数記録可能） 

 

（コ） 再審査等申し出レコードは１レコード以上を記録する。 

 

（サ） レセプト縦覧データは、レセプト縦覧レコードで構成する。（複数記録可能） 

 

（シ） ファイル最終レコードの最終部分は、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（ＥＯ

Ｆコード）を記録する。 
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イ 再審査等請求ファイル構成イメージ 

（ア） 初めて再審査等請求するレセプトの場合 

再審査等請求ファイル 

 

保険者等 

データ 

再審査等請求 

レセプト 
・・・ 

再審査等請求

レセプト 
・・・ 

再審査等請求 

レセプト 

再審査等請求書

データ 

 

 

再審査等請求保険者等 

レコード 

(HT) 

 
請求決定 

データ 

再審査等請求

データ 
（※） 

レセプト縦覧

データ 
（※） 

 

再審査等請求書 

レコード 

(SG) 

 

 

管理 

データ 

請求 

データ 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック

データ 

再審査等申し出 

レコード 

(MD) 

理由対象 

レコード 

(RT) 

 

レセプト縦覧

レコード 

(JR) 

 

 

レセプト管理 

レコード 

(MN) 

 

審査運用 

レコード 

(EX) 

レコード管理情報

レコード 

(RC) 

 

 

請
求
デ
ー
タ 

薬局 

情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(YK) 

レセプ 

ト共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

摘要欄

ﾚｺｰﾄﾞ

(TK) 

基本料・

薬学管理

料ﾚｺｰﾄﾞ

(KI) 

保険者

ﾚｺｰﾄﾞ

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

国保連 

固有情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH) 

処方基本

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤

情報

ﾚｺｰﾄﾞ

(CZ)

医薬品

ﾚｺｰﾄﾞ

(IY) 

特定器材

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

レコード 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・

薬学管理

料ﾚｺｰﾄﾞ

(KI) 

事由

ﾚｺｰﾄﾞ

(JY)

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

国保連 

固有情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH) 

処方基本

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤

情報

ﾚｺｰﾄﾞ

(CZ)

医薬品

ﾚｺｰﾄﾞ

(IY) 

特定器材

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

※ 再審査等請求データ及びレセプト縦覧データは複数記録する場合がある。 
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（イ） 過去の再審査等請求において原審又は査定となったレセプトを再度、再審査等請求する場合 

再審査等請求ファイル 

 

保険者等 

データ 

再審査等請求 

レセプト 
・・・ 

再審査等請求

レセプト 
・・・ 

再審査等請求 

レセプト 

再審査等請求書

データ 

 

 

請求決定 

データ 

再審査等請求

データ 
（※１） 

レセプト縦覧

データ 
（※１） 

再審査等結果 

情報 
（※１） 

再審査等請求 

データ 
（※２） 

レセプト縦覧

データ 
（※２） 

 

 

 
再審査等結果 

データ 

再審査

等補正

データ

審査運用 

データ 

チェック

データ 

再審査等申し出 

レコード 

(MD) 

理由対象 

レコード 

(RT) 

 

レセプト縦覧

レコード 

(JR) 

 

 

再審査等申し出結果 

レコード 

(MK) 

 

審査運用 

レコード 

(EX) 

レコード管理情報

レコード 

(RC) 

 

 

再
審
査
等 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

レコード 

(RE) 

レセプト情報 処方情報 

摘要欄 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料・

薬学管理

料ﾚｺｰﾄﾞ

(KI) 

事由

ﾚｺｰﾄﾞ

(JY)

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

国保連 

固有情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH) 

処方基本

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤

情報

ﾚｺｰﾄﾞ

(CZ)

医薬品

ﾚｺｰﾄﾞ

(IY) 

特定器材

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

注 前イの（ア）と同一箇所は省略。 

※１ 再審査等請求データ、レセプト縦覧データ及び再審査等結果情報は、履歴管理情報を付加した過去の再審査等請求の

内容であり、複数回記録する場合がある。 

   なお、過去に記録されたレセプト縦覧データに対して、相手となる再審査等請求レセプトの記録は不要である。 

※２ 再審査等請求データ及びレセプト縦覧データは複数記録する場合がある。 
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（ウ） 過去の再審査等請求において返戻の後、再請求されたレセプトを再度、再審査等請求する場合 

再審査等請求ファイル 

 

保険者等 

データ 

再審査等請求 

レセプト 
・・・ 

再審査等請求

レセプト 
・・・ 

再審査等請求 

レセプト 

再審査等請求書

データ 

 

 

請求決定 

データ 
（※１） 

再審査等請求 

データ 
（※１） 

レセプト縦覧

データ 
（※１） 

再審査等結果 

情報 
（※１） 

請求決定 

データ 
（※２） 

再審査等請求 

データ 
（※３） 

レセプト縦覧

データ 
（※３） 

 

 

再審査等結果 

データ 

返戻理由 

データ 

チェック 

データ 
 

再審査等申し出 

レコード 

(MD) 

理由対象 

レコード 

(RT) 

 

レセプト縦覧

レコード 

(JR) 

 

 

再審査等申し出結果 

レコード 

(MK) 

 

返戻理由 

レコード 

(HR) 

レコード管理情報

レコード 

(RC) 

 

注 前イの（ア）と同一箇所は省略。 

※１ 請求決定データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ及び再審査等結果情報は、履歴管理情報を付加した再請

求前の内容であり、複数回記録する場合がある。 

   なお、過去に記録されたレセプト縦覧データに対して、相手となる再審査等請求レセプトの記録は不要である。 

※２ 再請求に係る請求決定データである。 

※３ 再審査等請求データ及びレセプト縦覧データは複数記録する場合がある。 
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ウ レコード形式 

（ア） レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを記録する。 

 

（イ） レコードにおける各項目間は、項目の区切りを示す１バイトの文字列（以下「コンマ」という。）で区切

り識別する。 

 

（ウ） 各項目は最大バイト数を規定するのみとする。項目形式が固定の項目については最大バイト数までの記録

を必須とする。項目形式が可変の項目で記録内容が最大桁数に満たない場合は、有効桁数までの記録として

も差し支えないものとする。 

モード毎の有効桁の判断は次のとおりとする。 

モード 有  効  桁  の  判  断 

数字モード 上位桁のゼロを除いた数字 

英数モード 有効文字以降に継続する“英数スペース”を除いた英数文字 

英数モード 

（小数点付き数字） 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数点以下が全

てゼロの場合は小数点も除く。） 

漢字モード 有効文字以降に継続する“漢字スペース”を除いた漢字文字 

 

（エ） データ及びレコードの種類は、保険者等データ（再審査等請求保険者等レコード）、請求決定データ（管

理データ（レセプト管理レコード）、請求データ（薬局情報（薬局情報レコード）、レセプト共通情報（レ

セプト共通レコード）、レセプト情報（保険者レコード、公費レコード及び国保連固有情報レコード）、処

方情報（処方基本レコード、調剤情報レコード、医薬品レコード、特定器材レコード及びコメントレコー

ド）、摘要欄情報（摘要欄レコード）、基本料・薬学管理料情報（基本料・薬学管理料レコード））、補正

データ（レセプト共通情報（レセプト共通レコード）、レセプト情報（保険者レコード、公費レコード及び

国保連固有情報レコード）、処方情報（処方基本レコード、調剤情報レコード、医薬品レコード、特定器材

レコード及びコメントレコード）、摘要欄情報（摘要欄レコード）、基本料・薬学管理料情報（基本料・薬

学管理料レコード）、事由レコード）、審査運用データ（審査運用レコード）、チェックデータ（レコード

管理情報レコード））、再審査等請求データ（再審査等申し出レコード及び理由対象レコード）、レセプト

縦覧データ（レセプト縦覧レコード）、再審査等結果情報（再審査等結果データ（再審査等申し出結果レコ

ード）、再審査等補正データ（レセプト共通情報（レセプト共通レコード）、レセプト情報（保険者レコー

ド、公費レコード及び国保連固有情報レコード）、処方情報（処方基本レコード、調剤情報レコード、医薬

品レコード、特定器材レコード及びコメントレコード）、摘要欄情報（摘要欄レコード）、基本料・薬学管

理料情報（基本料・薬学管理料レコード）、事由レコード）、審査運用データ（審査運用レコード）、返戻

理由データ（返戻理由レコード）、チェックデータ（レコード管理情報レコード））、再審査等請求データ

（再審査等申し出レコード及び理由対象レコード）、レセプト縦覧データ（レセプト縦覧レコード）、再審

査等請求書データ（再審査等請求書レコード）とする。 

 

（オ） 各レコードの先頭にはレコードの識別情報を記録する。ただし、履歴管理ブロックの各レコードの先頭に

は履歴管理情報を記録する。 

レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備    考 

再審査等請求保険者等レコード 

英数 ２ 

ＨＴ 保険者等単位データの先頭に記録必須 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ＭＮ 

記録順、記録内容については「レセ電コ

ード記録条件仕様」を参照のこと。 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード ＹＫ 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

国保連固有情報レコード ＫＨ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 
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レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備    考 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

請
求
デ
ー
タ 

処
方
情
報 

医薬品レコード 

英数 ２ 

ＩＹ 

記録順、記録内容については「レセ電コ

ード記録条件仕様」を参照のこと。 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

国保連固有情報レコード ＫＨ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

事由レコード ＪＹ 

審査運用レコード ＥＸ 

レコード管理情報レコード ＲＣ 

再審査等請求 

データ 

再審査等申し出レコード ＭＤ 

理由対象レコード ＲＴ 

レセプト縦覧レコード ＪＲ 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再審査等申し出結果レコード ＭＫ 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード ＲＥ 

レ
セ
プ
ト
情
報

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

国保連固有情報レコード ＫＨ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 
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レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備    考 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

処
方
情
報 

特定器材レコード 

英数 ２ 

ＴＯ 

記録順、記録内容については「レセ電コ

ード記録条件仕様」を参照のこと。 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

事由レコード ＪＹ 

審査運用レコード ＥＸ 

返戻理由レコード ＨＲ 

レコード管理情報レコード ＲＣ 

再審査等申し出レコード ＭＤ 再審査等申し出理由を記録 

理由対象レコード ＲＴ 申し出理由の対象を記録 

レセプト縦覧レコード ＪＲ 縦覧するレセプトの検索番号等を記録 

再審査等請求書レコード ＳＧ 保険者等単位データの最後に記録必須 

 

（カ） 再審査等請求レセプトは、審査支払機関で履歴管理ブロックの付加されたレセ電コード情報ファイルを行

番号及び枝番号順に記録し、続いて再審査等請求データ及びレセプト縦覧データを記録する。 

 

エ 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳⅩ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳⅩ０２０８－１９８３の

附属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 

コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 

引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 
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（２） 各種レコードの記録要領に関する事項 

      モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示

す。 

ア 保険者等データ 

再審査等請求保険者等レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HT”を記録する。 

 

審査支払機関 数字 １ 固定  審査支払機関コード（別表１）を記録する。 

都道府県 数字 ２ 固定
 保険者等の所在する都道府県コード（別表２）

を記録する。 

点数表 数字 １ 固定  点数表コード（別表３）を記録する。 

保険者番号等 英数 ８ 固定

１ 保険者等について定められた保険者番号等を

記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号等について

は、右づめに記録し残りは“スペース”を記録

する。 

継承前保険者番号等１ 英数 ８ 可変

１ 合併及び解散等により事務を継承した保険者

等の再審査等請求レセプトがある場合、継承前

の保険者番号等を記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号等について

は、右づめに記録し残りは“スペース”を記録

する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

継承前保険者番号等２ 英数 ８ 可変

１ 合併及び解散等により事務を継承した保険者

等の再審査等請求レセプトがある場合、継承前

の保険者番号等を記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号等について

は、右づめに記録し残りは“スペース”を記録

する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

継承前保険者番号等３ 英数 ８ 可変

１ 合併及び解散等により事務を継承した保険者

等の再審査等請求レセプトがある場合、継承前

の保険者番号等を記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号等について

は、右づめに記録し残りは“スペース”を記録

する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

継承前保険者番号等４ 英数 ８ 可変

１ 合併及び解散等により事務を継承した保険者

等の再審査等請求レセプトがある場合、継承前

の保険者番号等を記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号等について

は、右づめに記録し残りは“スペース”を記録

する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

継承前保険者番号等５ 英数 ８ 可変

１ 合併及び解散等により事務を継承した保険者

等の再審査等請求レセプトがある場合、継承前

の保険者番号等を記録する。 

２ ８桁以内で設定された保険者番号等について

は、右づめに記録し残りは“スペース”を記録

する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

再審査等請求年月日 数字 ７ 固定

１ 保険者等が再審査等請求を行った年月日を記

録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

注 GYYMMDD の G は年号区分コード（別表４）、YY は和暦年、MM は月、DD は日を示す。 
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イ 履歴管理ブロック 

（ア） 請求決定データ 

ａ 管理データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（１）のアと同じ。 

 

ｂ 請求データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（１）のイと同じ。 

 

ｃ 補正データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（１）のウと同じ。 

 

ｄ 審査運用データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（１）のエと同じ。 

 

ｅ チェックデータ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（１）のオと同じ。 

 

（イ） 再審査等請求データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（２）と同じ。 

 

（ウ） レセプト縦覧データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（３）と同じ。 

 

（エ） 再審査等結果情報 

ａ 再審査等結果データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（４）のアと同じ。 

 

ｂ 再審査等補正データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（４）のイと同じ。 

 

ｃ 審査運用データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（４）のウと同じ。 

 

ｄ 返戻理由データ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（４）のエと同じ。 

 

ｅ チェックデータ 

レセ電コード記録条件仕様の第１の３の（４）のオと同じ。 
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ウ 再審査等請求データ 

（ア） 再審査等申し出レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “MD”を記録する。 

 

申し出一連番号 数字 ３ 可変
再審査等申し出レコード記録順に１から昇順に連

続番号を記録する。 

申し出受付年月日 数字 ７ 可変 保険者等では記録を省略する。 

審査支払機関

で再審査等請

求を受け付け

た年月日を数

字“GYYMMDD”

の形式で記録

する。 

整理番号 数字 ３０ 可変

１ 保険者等で管理する整理番号がある場合、申し

出一連番号“１”の再審査等申し出レコードに当

該整理番号を記録する。（社会保険診療報酬支払

基金の場合、整理番号は１７桁までとする。） 

２ 保険者等で管理する整理番号がない場合、申し

出一連番号“１”の再審査等申し出レコードに検

索番号を記録する。 

３ 申し出一連番号“１以外”の再審査等申し出レ

コードの場合、記録を省略する。 

検索番号はレ

セ電コード記

録条件仕様と

は別に審査支

払機関で設定

される。 

請求回数 数字 ２ 可変

１ 申し出一連番号“１”の再審査等申し出レコー

ドの場合、当該レセプトの再審査等請求回数を記

録する。 

２ 申し出一連番号“１以外”の再審査等申し出レ

コードの場合、記録を省略する。 

 

理由番号 数字 ６ 固定  理由番号コード（別表５）を記録する。 

理由番号補足 漢字 200 可変

１ 理由番号コード（別表５）から理由番号補足が

必要な場合記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

理由年月日１ 数字 ７ 可変

１ 理由番号コード（別表５）から理由年月日１が

必要な場合記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

理由年月日２ 数字 ７ 可変

１ 理由番号コード（別表５）から理由年月日２が

必要な場合記録する。 

２ 数字“GYYMMDD”の形式で記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

理 

由 

内 

容 

コード 数字 ６ 可変

１ 理由番号コード（別表５）から理由内容が必要

な場合、理由内容コード（別表６）を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

保険者等使用欄 数字 ６ 可変
１ 保険者等での固有の情報を記録する。 

２ 記録は任意とする。 

フリー入力 漢字 500 可変

１ 理由内容コード（別表６）で示した内容（未コ

ード化理由内容コードは除く。）の先頭に、フリ

ー入力が必要な場合記録する。 

２ 理由内容コード（別表６）が、未コード化理由

内容コードの場合記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

補足 漢字 1000 可変

１ 理由番号コード（別表５）から補足が必要な場

合記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

医療機関等連絡 数字 １ 可変

１ 当該申し出内容について保険薬局と連絡調整済

みの場合、医療機関等連絡コード（別表７）を記

録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 
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項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

返付依頼整理番号 数字 ３０ 可変

１ 理由番号コード（別表５）から返付依頼整理番

号が必要な場合記録する。 

２ 審査支払機関からのレセプトの返付依頼時に審

査支払機関が設定した番号を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

番号は審査支

払機関で任意

に設定される。

保険者等使用欄 

英数 

又は 

漢字 

３０ 可変

１ 保険者等での固有の情報を記録する。 

２ 英数モードと漢字モードの文字を混在して記録

しない。 

３ 記録は任意とする。 

 

予備 漢字 2400 可変 記録は省略する。 

予備 英数 ５ 可変 記録は省略する。 

予備 

英数 

又は 

漢字 

１０ 可変 記録は省略する。 

予備 

英数 

又は 

漢字 

３０ 可変 記録は省略する。 

予備 数字 ３０ 可変 記録は省略する。 

予備 英数 100 可変 記録は省略する。 

注１ 再審査等申し出レコードが複数ある場合、申し出一連番号“１”に主たる理由番号の申し出を記録する。 

２ GYYMMDD の G は年号区分コード（別表４）、YY は和暦年、MM は月、DD は日を示す。 

 

（イ） 理由対象レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RT”を記録する。 

 

申し出一連番号 数字 ３ 可変
再審査等申し出レコードに記録した申し出一連番

号に対応する申し出一連番号を記録する。 

理由対象区分 数字 １ 固定 理由対象区分コード（別表８）を記録する。 

理由対象一連番号 数字 ３ 可変
申し出一連番号ごとに、理由対象レコード記録順

に１から昇順に連続番号を記録する。 

理由対象行番号 数字 ５ 可変
理由内容の『対象』及び「参照」となるレコード

の行番号を記録する。 

理由対象枝番号 数字 ３ 可変
理由内容の『対象』及び「参照」となるレコード

の枝番号を記録する。 

注１ 理由対象レコードは、再審査等申し出レコードの理由内容に『対象』及び「参照」が必要な場合記録する。 

２ 『対象』と「参照」を共に記録する場合は、『対象』、「参照」の順に記録する。 

３ 理由対象区分コードが“１（指定するレコードが『対象』の場合）”のときは、医薬品レコード及び特定器材レ

コードの行番号及び枝番号を指定する。   

４ 理由対象区分コードが“２（指定するレコードが「参照」の場合）”のときは、医薬品レコード、特定器材レコ

ード及びコメントレコードの行番号及び枝番号を指定する。 

５ 事由レコードの補正区分が“２（修正）”の場合、事由レコードの補正対象行番号及び補正対象枝番号に記録さ

れている行番号及び枝番号については指定しない。 
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エ レセプト縦覧データ 

 レセプト縦覧レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “JR”を記録する。 

 

縦覧区分 数字 １ 固定 縦覧区分コード（別表９）を記録する。 

検索番号 数字 ３０ 可変

１ 縦覧区分コードが“１”の場合、当該再審査等

請求レセプトに対して、縦覧相手となるレセプト

の検索番号を記録する。 

２ その他の場合は、記録を任意とする。 

検索番号はレ

セ電コード記

録条件仕様と

は別に審査支

払機関で設定

される。 

整理番号等 数字 ３０ 可変

１ 縦覧区分コードが“２”及び“３”の場合、当

該再審査等請求レセプトに対して、縦覧相手とな

るレセプト等の整理番号等を記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

 

予備 英数 ５ 可変 記録を省略する。 

予備 

英数 

又は 

漢字 

１０ 可変 記録を省略する。 

予備 

英数 

又は 

漢字 

３０ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 ３０ 可変 記録を省略する。 

予備 英数 100 可変 記録を省略する。 

  注 他のレセプトを縦覧しないで再審査等請求する場合は、レセプト縦覧レコードの記録を省略する。 

 

オ 再審査等請求書データ 

 再審査等請求書レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “SG”を記録する。 

 
再審査等請求レセプト件

数 
数字 ６ 可変

再審査等請求レセプトの件数を合計して記録す

る。 
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各種コードに関する事項 

 

別表１ 審査支払機関コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

審査支払機関コード 
１ 社会保険診療報酬支払基金 

２ 国民健康保険団体連合会 
 

別表２ 都道府県コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

都道府県コード 

０１ 北 海 道 
０２ 青   森 

０３ 岩   手 

０４ 宮   城 

０５ 秋   田 

０６ 山   形 

０７ 福   島 

０８ 茨   城 

０９ 栃   木 

１０ 群   馬 

１１ 埼   玉 

１２ 千   葉 

１３ 東   京 

１４ 神 奈 川 

１５ 新   潟 

１６ 富   山 

１７ 石   川 

１８ 福   井 

１９ 山   梨 

２０ 長   野 

２１ 岐   阜 

２２ 静   岡 

２３ 愛   知 

２４ 三   重 

２５ 滋   賀 

２６ 京   都 

２７ 大   阪 

２８ 兵   庫 

２９ 奈   良 

３０ 和 歌 山 

３１ 鳥   取 

３２ 島   根 

３３ 岡   山 

３４ 広   島 

３５ 山   口 

３６ 徳   島 

３７ 香   川 

３８ 愛   媛 

３９ 高   知 

４０ 福   岡 

４１ 佐   賀 
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コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

都道府県コード 

４２ 長   崎 

４３ 熊   本 

４４ 大   分 

４５ 宮   崎 

４６ 鹿 児 島 

４７ 沖   縄 

 

別表３ 点数表コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

点数表コード ４ 調 剤 
 

別表４ 年号区分コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

年号区分コード 

１ 明 治 

２ 大 正 

３ 昭 和 

４ 平 成 

  

別表５ 理由番号コード 

 社会保険診療報酬支払基金 

コード名 コ ー ド 原票種別 内     容 

理
由
番
号
補
足

理
由
年
月
日
１

理
由
年
月
日
２

理
由
内
容 

補
足 

返
付
依
頼 

 

整
理
番
号

理由番号

コード 

１０００１１ 

資格関係 

等 

記号・番号の誤り     ○  

１０００１２ 患者名・性別・生年月日の誤り     ○  

１０００１３ 認定外家族     ○  

１０００１４ 該当者なし     ○  

１０００１６ 旧証によるもの     ○  

１０００１７ 本人・家族等の種別誤り     ○  

１０００１８ 資格喪失後の受診  
◎ 
※３ 

○ 
※３ 

 ○  

１０００１９ 重複請求     ○  

１０００２０ 給付対象外診療（労災等）     ◎  

１０００２２ 後期高齢者・国保該当     ○  

１０００２３ 給付期間満了  
◎ 
※４ 

  ○  

１０００２４ その他 
◎
※１

   ○  

１０００２５ 
医療機関等及び実施機関からの取

下げ依頼による 
    ○ ◎

１０００２６ 特記事項の誤り     ○  

１０００３０ 

診療内容 

・ 

事務上 

固定点数誤り     ○  

１０００４１ 必要事項の記録もれ     ○  

１０００４２ 区分、診療開始日の誤り     ○  

１０００４３ 実日数の誤り     ○  

１０００４５ 一部負担金の誤り     ○  

１０００４８ 請求先変更（新設・合併等） 
◎
※２

   ○  
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コード名 コ ー ド 原票種別 内     容 

理
由
番
号
補
足 

理
由
年
月
日
１ 

理
由
年
月
日
２ 

理
由
内
容 

補
足 

返
付
依
頼 

 

整
理
番
号 

理由番号

コード 

１０００４９ 

診療内容 

・ 

事務上 

調剤審査の再審査（調剤レセプ

ト） 
   ◎ ○  

１０００５０ その他     ◎  

１０００５２ 
医療機関等及び実施機関からの再

審査請求による 
    ○ ◎

１０００６０ 診療内容に関するもの    ◎ ○  

１０００６９ 
調剤審査の再審査（医科・歯科レ

セプト） 
   ◎ ○  

１０００７０ 
参照 

レセプト 
参照されるレセプト     ○  

１０００８０ 
調剤審査 

調剤審査（調剤レセプト）    ◎ ○  

１０００９０ 調剤審査（医科・歯科レセプト）    ◎ ○  

注１ 「◎」は必須、「○」は任意の記録とする。 

※１ 理由番号補足に「理由」を記録する。 

※２ 理由番号補足に「変更先保険者番号」を８桁以内の全角数字（漢字モード）で記録する。 

※３ 理由年月日１に「喪失年月日」、理由年月日２に「証回収年月日」を記録する。 

※４ 理由年月日１に「満了年月日」を記録する。 

 ２ １レセプトに２以上の再審査等申し出レコードが記録される場合、それぞれが異なる原票種別の理由番号コードは

記録できない。 

 

国民健康保険団体連合会 

コード名 コ ー ド 内     容 

理
由
番
号
補
足 

理
由
年
月
日
１ 

理
由
年
月
日
２ 

理
由
内
容 

補
足 

返
付
依
頼 

 

整
理
番
号 

理由番号

コード 

２０００００ 

番台 

（国民健康保険団体連合会使用コードは別に定め

る。） 
      

 

別表６ 理由内容コード 

 社会保険診療報酬支払基金 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

『対象』 「参照」

医
薬
品 

特
定
器
材

医
薬
品
等

理由内容 

コード 

１００００１ 『医薬品・特定器材』の適応外 ○ ○ △ 

１００００２ 『医薬品・特定器材』の過剰 ○ ○ △ 

１００００３ 『医薬品・特定器材』の重複 ○ ○ △ 

１００００４ 『医薬品・特定器材』の併用・併施 ○ ○ △ 

１００００５ 『医薬品・特定器材』の一連 ○ ○ △ 

１００００６ 『医薬品・特定器材』の包括 ○ ○ △ 

１００００７ 『医薬品』の長期投与 ○   △ 

１００００８ 『医薬品』の禁忌 ○   △ 

１９０００１ （相手レセプトの申し出内容による審査）    

１９９９９９ （上記以外の理由内容） △ △  

注１ 「○」は何れかを必ず指定し、「△」は任意での指定とする。 



 

 21

２ 『 』は申し出た再審査等の対象となる診療行為等（以下『対象』という。）を表す。 

３ 『対象』については、「○」のレコードのみ指定することとする。 

４ 再審査等に当たって参照すべき医薬品等（以下「参照」という。）がある場合、医薬品（医薬品レコード）、特定

器材（特定器材レコード）及びコメント（コメントレコード）を指定することができる。 

５ 「参照」が記録された場合については、内容の前に文言（「参照」に）を付加し表す。 

  ６ 『対象』及び「参照」については、複数のレコードを指定することができる。 

  ７ 当該コード（“１９０００１”及び“１９９９９９”は除く。）で示した内容の先頭には、「理由内容フリー入

力」で文言を追記することができる。 

  ８ “１９９９９９（上記以外の理由内容）”は未コード化理由内容コードであり、「理由内容フリー入力」で文言を

記録する。なお、別に『対象』を指定することができる。 

 

国民健康保険団体連合会 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

『対象』 「参照」

医
薬
品 

特
定
器
材

医
薬
品
等

理由内容 

コード 

２０００００ 

番台 
（国民健康保険団体連合会使用コードは別に定める。）    

 

別表７ 医療機関等連絡コード      

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

医療機関等連絡コード １ 保険薬局と連絡調整済み 

 

別表８ 理由対象区分コード      

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

理由対象区分コード 
１ 指定するレコードが『対象』の場合 

２ 指定するレコードが「参照」の場合 

 

別表９ 縦覧区分コード      

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

縦覧区分コード 

１ 相手が電子レセプトの場合 

２ 相手が紙レセプトの場合 

３ 相手が紙の参考の場合 

 


